


宇治市告示第７２号  

   令和８年６月宇治市議会定例会の招集について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条及び第１０２

条の規定により、令和８年６月宇治市議会定例会を次のとおり招集

します。  

    令和８年６月９日  

                  宇治市長 松村 淳子   

１   期     日    令和８年６月１６日  

２   場     所    宇治市議場  

  

 

宇治市公告第４１号  

地域農業経営基盤強化促進計画の変更案の縦覧について  

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第

５項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画の変更案を作成

したので、同条第７項の規定により、次のとおり公告し、当該地域

農業経営基盤強化促進計画の変更案を公衆の縦覧に供します。  

なお、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案について、縦

覧期間満了の日までに宇治市に意見書を提出することができます。 

令和８年６月１２日  

                  宇治市長 松村 淳子   

１ 地域農業経営基盤強化促進計画の案を変更した地域  

 ⑴  巨椋池地域  

 ⑵  槇島既成田地域  

 ⑶  宇治川右岸地域  

 ⑷  白川地域  

 ⑸  東笠取地域  

２ 縦覧場所  

 宇治市産業観光部農林茶業課  

３ 縦覧期間  

 令和８年６月１２日から同月２５日まで（土曜日及び日曜日を除

く 。）  

 

宇治市公告第４１号  

地域農業経営基盤強化促進計画の変更案の縦覧について  

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第

５項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画の変更案を作成

したので、同条第７項の規定により、次のとおり公告し、当該地域

農業経営基盤強化促進計画の変更案を公衆の縦覧に供します。  

なお、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案について、縦

覧期間満了の日までに宇治市に意見書を提出することができます。 

令和８年６月１２日  

                  宇治市長 松村 淳子   

１ 地域農業経営基盤強化促進計画の案を変更した地域  

 ⑴  巨椋池地域  

 ⑵  槇島既成田地域  

 ⑶  宇治川右岸地域  

 ⑷  白川地域  

 ⑸  東笠取地域  

２ 縦覧場所  

 宇治市産業観光部農林茶業課  

３ 縦覧期間  

 令和８年６月１２日から同月２５日まで（土曜日及び日曜日を除

く 。）  

宇治市公告第４４号  

予防接種の実施について  

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定に

より、令和８年度におけるＡ類疾病予防接種について次のとおり公

告します。  

  令和８年６月２６日  

宇治市長 松村 淳子  

１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）



１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）

１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）

※問合せ先：ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外・・・保健推進課
　　　　　  ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・・・・・健康づくり推進課

※a対象年齢・・・法律で定められた接種年齢。

※b標準年齢・・・国が接種を奨める望ましい年齢（詳しくは親子（母子）健康手帳又は予防接種手帳をご覧ください。）

（注）対象年齢や接種期間等、決められた留意事項をお守りください。定期予防接種を対象年齢・接種期間以外で接種された場合、任意
接種としての取扱いになり、自己負担になりますのでご了承ください。

※1　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目又は3回目）の接種を終了せずに、生後12か月を超えた場合
は、初回（2回目又は3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後27日間（医師が認める場合は20日間）以上の間隔をおいて追加の接
種をしてください。

※2　ヒブワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※8　不活化ポリオワクチンは5種混合ワクチンに含まれています。５種混合ワクチンで接種を開始された方は、接種の必要はありませ
ん。

※9　平成25年4月の法改正にて、日本脳炎ワクチンの差し控え期間に接種機会を逃した人（平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間
に生まれた人）は、20歳未満までの間に定期接種として、不足分の日本脳炎ワクチンを無料で接種することができます。

※10　5種混合ワクチン、4種混合ワクチン又は3種混合ワクチン接種の基礎免疫（1期）に続き、追加免疫を与えるために接種。

※長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった者に対する機会の確保について
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受ける
ことができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から2年以内（上限年齢あり）に定期予防接種として接種するこ
とができます。

※3　生後2か月以上7か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種が、生後12か月を超えた場合は、初回（3回目）の接
種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※4　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種を終了せずに、生後24か月を超えた場合は、初回（2
回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※5　初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間とします。また、原則として同一ワク
チンを複数回(2回又は3回)接種してください。

※6　5種混合ワクチンは、4種混合とヒブを合わせたワクチンです。これから接種を開始される方は、5種混合ワクチンを接種しましょ
う。

※7　3種混合ワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※11 令和8年4月1日から、サーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）は、定期接種で用いるワクチンから除かれ、シルガード9（9価）
のみ対象となります。

※12 12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間の女性で、1回目接種から2回目の接種間隔が5か月未満だった場合は、3
回接種が必要です。

※13 初回接種が15歳以上の女性について、1回目接種後、2回目は2か月後に接種し、3回目を初回接種から6か月後に接する接種方法がと
れない場合は、2回目は初回接種から1か月以上の間隔をあけて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて接種してください。



１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）

※問合せ先：ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外・・・保健推進課
　　　　　  ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・・・・・健康づくり推進課

※a対象年齢・・・法律で定められた接種年齢。

※b標準年齢・・・国が接種を奨める望ましい年齢（詳しくは親子（母子）健康手帳又は予防接種手帳をご覧ください。）

（注）対象年齢や接種期間等、決められた留意事項をお守りください。定期予防接種を対象年齢・接種期間以外で接種された場合、任意
接種としての取扱いになり、自己負担になりますのでご了承ください。

※1　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目又は3回目）の接種を終了せずに、生後12か月を超えた場合
は、初回（2回目又は3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後27日間（医師が認める場合は20日間）以上の間隔をおいて追加の接
種をしてください。

※2　ヒブワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※8　不活化ポリオワクチンは5種混合ワクチンに含まれています。５種混合ワクチンで接種を開始された方は、接種の必要はありませ
ん。

※9　平成25年4月の法改正にて、日本脳炎ワクチンの差し控え期間に接種機会を逃した人（平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間
に生まれた人）は、20歳未満までの間に定期接種として、不足分の日本脳炎ワクチンを無料で接種することができます。

※10　5種混合ワクチン、4種混合ワクチン又は3種混合ワクチン接種の基礎免疫（1期）に続き、追加免疫を与えるために接種。

※長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった者に対する機会の確保について
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受ける
ことができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から2年以内（上限年齢あり）に定期予防接種として接種するこ
とができます。

※3　生後2か月以上7か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種が、生後12か月を超えた場合は、初回（3回目）の接
種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※4　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種を終了せずに、生後24か月を超えた場合は、初回（2
回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※5　初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間とします。また、原則として同一ワク
チンを複数回(2回又は3回)接種してください。

※6　5種混合ワクチンは、4種混合とヒブを合わせたワクチンです。これから接種を開始される方は、5種混合ワクチンを接種しましょ
う。

※7　3種混合ワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※11 令和8年4月1日から、サーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）は、定期接種で用いるワクチンから除かれ、シルガード9（9価）
のみ対象となります。

※12 12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間の女性で、1回目接種から2回目の接種間隔が5か月未満だった場合は、3
回接種が必要です。

※13 初回接種が15歳以上の女性について、1回目接種後、2回目は2か月後に接種し、3回目を初回接種から6か月後に接する接種方法がと
れない場合は、2回目は初回接種から1か月以上の間隔をあけて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて接種してください。

※問合せ先：ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外・・・保健推進課
　　　　　  ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・・・・・健康づくり推進課

※a対象年齢・・・法律で定められた接種年齢。

※b標準年齢・・・国が接種を奨める望ましい年齢（詳しくは親子（母子）健康手帳又は予防接種手帳をご覧ください。）

（注）対象年齢や接種期間等、決められた留意事項をお守りください。定期予防接種を対象年齢・接種期間以外で接種された場合、任意
接種としての取扱いになり、自己負担になりますのでご了承ください。

※1　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目又は3回目）の接種を終了せずに、生後12か月を超えた場合
は、初回（2回目又は3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後27日間（医師が認める場合は20日間）以上の間隔をおいて追加の接
種をしてください。

※2　ヒブワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※8　不活化ポリオワクチンは5種混合ワクチンに含まれています。５種混合ワクチンで接種を開始された方は、接種の必要はありませ
ん。

※9　平成25年4月の法改正にて、日本脳炎ワクチンの差し控え期間に接種機会を逃した人（平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間
に生まれた人）は、20歳未満までの間に定期接種として、不足分の日本脳炎ワクチンを無料で接種することができます。

※10　5種混合ワクチン、4種混合ワクチン又は3種混合ワクチン接種の基礎免疫（1期）に続き、追加免疫を与えるために接種。

※長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった者に対する機会の確保について
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受ける
ことができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から2年以内（上限年齢あり）に定期予防接種として接種するこ
とができます。

※3　生後2か月以上7か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種が、生後12か月を超えた場合は、初回（3回目）の接
種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※4　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種を終了せずに、生後24か月を超えた場合は、初回（2
回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※5　初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間とします。また、原則として同一ワク
チンを複数回(2回又は3回)接種してください。

※6　5種混合ワクチンは、4種混合とヒブを合わせたワクチンです。これから接種を開始される方は、5種混合ワクチンを接種しましょ
う。

※7　3種混合ワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※11 令和8年4月1日から、サーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）は、定期接種で用いるワクチンから除かれ、シルガード9（9価）
のみ対象となります。

※12 12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間の女性で、1回目接種から2回目の接種間隔が5か月未満だった場合は、3
回接種が必要です。

※13 初回接種が15歳以上の女性について、1回目接種後、2回目は2か月後に接種し、3回目を初回接種から6か月後に接する接種方法がと
れない場合は、2回目は初回接種から1か月以上の間隔をあけて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて接種してください。

２．BCG実施日程

会場：健やかセンター（うじ安心館内）

受付時間：午後1時15分から午後2時25分まで

誕生年月 推奨月
令和7年10月生 令和8年4月 23日（木） 24日（金）

11月生 5月 14日（木） 15日（金）
12月生 6月 16日（火） 17日（水）

令和8月年1月生 7月 9日（木） 10日（金）
2月生 8月 17日（月） 18日（火）

３．異なる種類のワクチンの接種間隔

　27日以上空ける。

生ワクチン（注射に限る。）の次に他の生ワクチン（注射に限る。）を接種する
ときは27日以上空けます。それ以外は間隔を空ける必要はありません。

生ワクチン（注射に限る。）
BCG
麻しん風しん混合（MR)
麻しん・風しん
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
水痘（水ぼうそう）　　　　　など

日程

他の生ワクチン（注射に限
る。）の予防接種













１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）

宇治市教育委員会告示第４号の２ 

   公印の新調について 

 宇治市立にしおぐら小学校に係る下記の公印を新調したので、宇

治市教育委員会公印規則（昭和５０年宇治市教育委員会規則第２号

）第６条第２項の規定により告示します。 

  令和８年４月１日 

                  宇治市教育委員会   

                   教育長 木上 晴之   

新調した公印 

 様  式  番  号 １１ 

 名      称 京都府宇治市立にしおぐら小学校印 

 寸      法 ６０ｍｍ平方 

 使  用  区  分 にしおぐら小学校の名をもって発する文書 

 管   理   者 にしおぐら小学校長 

 個      数 １ 

 印      影  

 

 様  式  番  号 １２ 

 名      称 京都府宇治市立にしおぐら小学校印 

 寸      法 ３０ｍｍ平方 

 使  用  区  分 にしおぐら小学校の名をもって発する文書 

 管   理   者 にしおぐら小学校長 

 個      数 １ 

 印      影  

 
 

 様  式  番  号 １３ 

 名      称 京都府宇治市立にしおぐら小学校長印 

 寸      法 ２１ｍｍ平方 

 使  用  区  分 にしおぐら小学校長の名をもって発する文書 

 管   理   者 にしおぐら小学校長 

 個      数 １ 

 印      影  

 

 

 様  式  番  号 １３の２ 

 名      称 京都府宇治市立にしおぐら小学校長印 

 寸      法 ２１ｍｍ平方 

 使  用  区  分 にしおぐら小学校長の名をもって発する文書 

 管   理   者 にしおぐら小学校長 

 個      数 １ 

 印      影  

 
 

 様  式  番  号 １５ 

 名      称 契印 

 寸      法 だえん形 

 使  用  区  分 契印用 

 管   理   者 にしおぐら小学校長 

 個      数 １ 

 印      影  

 



１．定期予防接種
回数 標準的な接種方法 時期 場所

集
団
接
種

1回
3か月児健康診査時に個別で日時を案内。実施日
に来られない場合は、1歳未満の別日に接種。

推
奨
月

健
や
か
セ
ン
タ

う
じ
安
心
館
内

初回 3回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

初回 2回
各回の間は27から56日（医師が認める場合は20
日）までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回(2回目）終了後、7から13か月までの間隔を
おいて接種。

1回

初回 3回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（3回目）までの接種は１歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回（3回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

初回 2回
各回の間は27日以上の間隔をおいて接種
（初回（2回目）までの接種は1歳未満に行
う。）。

追加 1回
生後1歳以降、初回(2回目）終了後、60日以上の
間隔をおいて接種（標準として生後12から15か月
までの間に行う。）。

2回 各回の間は60日以上の間隔をおいて接種。

1回

3回

1回目は生後2か月以降に接種。
2回目は27日以上の間隔をおいて接種。
3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおい
て接種。

ロタリッ
クス(1価)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口接種。

ロタテッ
ク(5価)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、6から18か月までの間隔
をおいて接種。

初回 3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

3回 各回の間は20から56日までの間隔をおいて接種。

1回
初回（3回目）の終了後、12から18か月までの間
隔をおいて接種。

生後12か月以上
24か月未満

1回

小学校就学前の1
年間

1回

2回
生後12から15か月に至るまでに1回目の接種を行
い、6から12か月までの間隔をおいて2回目を接
種。

初回 2回 各回の間は6から28日までの間隔をおいて接種。

追加 1回
初回（2回目）の終了からおおむね1年の間隔をお
いて接種。

9歳以上13歳未満 1回

11歳以上
13歳未満

1回

2回 1回目接種後、2回目は6か月後に接種。
※12

3回

1回目接種後、2回目は2か月後に接種。
3回目は初回接種から6か月後に接種。
※13

妊娠
ごと
に1回

接種後14日以内に出生した乳児における有効性は
確立していないことから、出産予定日の14日前ま
でに接種を完了することが望ましい。

RSウイルス

（妊婦）
妊娠28週0日から36週6日まで

通
年

予
防
接
種
協
力
医
療
機
関

個
別
接
種

B型肝炎 1歳未満

3種混合
（DPT)
※7

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風）

小児用肺炎球菌
（15価、20 価）

※3
※4

生後2か月以上
5歳未満

(初回接種開始）
生後2か月以上
7か月未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上
12月未満

（初回接種開始）
1歳以上2歳未満

（初回接種開始）
2歳以上5歳未満

種目 対象年齢※a

BCG
 1歳未満
（接種推奨月齢）生後6か月

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ

型）

※1
※2

生後2か月以上
5歳未満

（初回接種開始）
生後2か月以上7か月
未満
標準年齢※b

（初回接種開始）
生後7か月以上12か
月未満

（初回接種開始）
1歳以上5歳未満

ロタウイ
ルス
※5

出生6週0日後から24週0日後まで

出生6週0日後から32週0日後まで

5種混合
（DPT-IPV-Hib）

※6

生後2か月以上
90か月未満

1期
（ジフテリア・
百日せき・
破傷風・

不活化ポリオ・
ヒブ）

不活化ポリオ
（IPV）

※8

生後2か月以上
90か月未満

初回

追加

麻しん風しん混合
（MR）

1期

2期

水痘 生後12か月以上36か月未満

日本脳炎
※9

生後36か月以上
90か月未満
標準年齢※ｂ

1期

2期

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

（子宮頸
けい

がん予防）

※11

小学校6年生から
高校1年生相当ま
での女性
（標準的な接種期
間）
中学校1年生の間

（初回接種開始）
12歳となる日の属する年度
の初日から15歳に至るまで
の間

（初回接種開始）
15歳以上

2種混合（DT)
※10

2期
（ジフテリア・破傷風）

※問合せ先：ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）以外・・・保健推進課
　　　　　  ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）・・・・・健康づくり推進課

※a対象年齢・・・法律で定められた接種年齢。

※b標準年齢・・・国が接種を奨める望ましい年齢（詳しくは親子（母子）健康手帳又は予防接種手帳をご覧ください。）

（注）対象年齢や接種期間等、決められた留意事項をお守りください。定期予防接種を対象年齢・接種期間以外で接種された場合、任意
接種としての取扱いになり、自己負担になりますのでご了承ください。

※1　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目又は3回目）の接種を終了せずに、生後12か月を超えた場合
は、初回（2回目又は3回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後27日間（医師が認める場合は20日間）以上の間隔をおいて追加の接
種をしてください。

※2　ヒブワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※8　不活化ポリオワクチンは5種混合ワクチンに含まれています。５種混合ワクチンで接種を開始された方は、接種の必要はありませ
ん。

※9　平成25年4月の法改正にて、日本脳炎ワクチンの差し控え期間に接種機会を逃した人（平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間
に生まれた人）は、20歳未満までの間に定期接種として、不足分の日本脳炎ワクチンを無料で接種することができます。

※10　5種混合ワクチン、4種混合ワクチン又は3種混合ワクチン接種の基礎免疫（1期）に続き、追加免疫を与えるために接種。

※長期にわたる疾病等のために定期予防接種を受けることができなかった者に対する機会の確保について
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情により、定期予防接種を受ける
ことができなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から2年以内（上限年齢あり）に定期予防接種として接種するこ
とができます。

※3　生後2か月以上7か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種が、生後12か月を超えた場合は、初回（3回目）の接
種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※4　生後2か月以上12か月未満に初回の接種を開始した者が、初回（2回目）の接種を終了せずに、生後24か月を超えた場合は、初回（2
回目）の接種はせず、最後の初回の接種終了後60日間以上の間隔をおいて追加の接種をしてください。

※5　初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間とします。また、原則として同一ワク
チンを複数回(2回又は3回)接種してください。

※6　5種混合ワクチンは、4種混合とヒブを合わせたワクチンです。これから接種を開始される方は、5種混合ワクチンを接種しましょ
う。

※7　3種混合ワクチンは、5種混合ワクチンに含まれています。5種混合で接種を開始された方は、接種の必要はありません。

※11 令和8年4月1日から、サーバリックス（2価）、ガーダシル（4価）は、定期接種で用いるワクチンから除かれ、シルガード9（9価）
のみ対象となります。

※12 12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間の女性で、1回目接種から2回目の接種間隔が5か月未満だった場合は、3
回接種が必要です。

※13 初回接種が15歳以上の女性について、1回目接種後、2回目は2か月後に接種し、3回目を初回接種から6か月後に接する接種方法がと
れない場合は、2回目は初回接種から1か月以上の間隔をあけて接種し、3回目は2回目から3か月以上の間隔をあけて接種してください。


